
本部長代理 副本部長
　 総務大臣

内閣官房長官

　　　　　　行革本部の議を経た上で決定

・行革本部長決定により設置
・行革本部の求めに応じ、独
立行政法人の中期目標期間
終了時の見直しに関する事項
について検討

・通則法に基づき中期目
標期間終了時に法人の主
要な事務・事業の改廃に
ついて主務大臣に勧告

中期目標期間が終了する独立行政法人の見直し体制

本 部 長 内 閣 総 理 大 臣

本部員 他の全ての国務大臣

行 政 改 革 推 進 本 部

主 務 大 臣

独立行政法人

行政改革担当大臣

行政減量・効率化
有識者会議

意　見求めに応じ意見の開陳

法人の見直し内容を提示 勧
告
の
方
向
性

政策評価・独立行政法人
評価委員会




